
【 令和５年度 第４回宮城地方最低賃金審議会 資料一覧 】 

 

資  料 

 

 １ 令和５年度最低賃金審議状況一覧表 

 ２ 宮城県の最低賃金の推移一覧表 

 ３ 宮城県の最低賃金に係る影響率、未満率の推移 

 ４ 令和５年度最低賃金の周知に係る取組状況 

 ５ 最低賃金の履行確保に係る監督実施結果の推移（平成 22 年～令和６年） 

６ 令和５年度宮城県特定最低賃金適用事業場数及び適用労働者数 

７ 令和６年度における宮城県特定最低賃金の改正等に係る申出の意向表明状況 

８ 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業に係る取組状況（令和５年度） 

９ 宮城働き方改革推進等政労使協議会（令和６年２月 14 日開催）について 

 

 

参考資料 

 

 １ 最低賃金の履行確保に係る監督指導結果（令和５年７月 24 日記者発表） 

 ２ 宮城県最低賃金改正諮問に係る審議会開催案内（令和５年６月 27 日記者発表） 

 ３ 令和５年度宮城県最低賃金の改正答申（令和５年８月７日記者発表） 

 ４ 10 月 1 日から最低賃金が９２３円に改正が決定（令和５年９月１日記者発表） 

 ５ 10 月 1 日から９２３円に改正、周知広報の取組（令和５年９月 28 日記者発表） 

 ６ 12 月 15 日から特定最低賃金の改正が決定（令和５年 11 月 15 日記者発表） 

７ 令和５年度版リーフレット（厚生労働省作成） 

８ 令和５年度版リーフレット（宮城労働局作成） 

９ 路線バス広告（写真） 

10 封筒貼り付け用シール（写真） 

11 最低賃金引き上げに伴う支援強化リーフレット（厚生労働省作成） 



宮　城　労　働　局
1　最低賃金審議会　本審

第　１　回 第　２　回 第　３　回 第　４　回

5.7.5（公開） 5.7.31（公開） 5.8.23(公開) ６年3月　(公開)

　諮問　　　　５．７．５ 第　１　回 第　２　回 第　３　回 第　４　回

　答申　　　　５．８．７ 5.7.31（一部公開） 5.8.2 5.8.4 5.8.7

　時間額　　　９２３円 　適用使用者数　　７３，０１８人

　適用労働者数　９０９，９００人

　引上げ額　　 　（令和５年度版　最低賃金決定要覧）

　　　　時間額　　４０円

　官報公示　　５．９．１

　発効日　　 　５．１０．１
（法定どおり）

　諮問　　（５．８．２３） 第　１　回

　答申　　（５．９．２８） 5.9.28

　時間額　　１，００３円　　　　 　適用使用者数　　　　　　１３人

　引上げ額　 　適用労働者数　　　１，４１０人 　

　　　　時間額　２０円 　（令和５年度版　最低賃金決定要覧） 　

　官報公示　５．１０．２７　

　発効日　　 ５．１２．１５　　

（指定日）

　　　　　　　

　諮問　　（５．８．２３） 第　１　回 第　２　回 第　３　回

　答申　  （５．１０．１３）　　　　 5.10.6 5.10.12 5.10.13

　時間額　　　９５９円　　　　　　　　 　適用使用者数　　　　　３１４人

　引上げ額 　 　適用労働者数　　１４，２１０人

　　　　時間額　４０円 　（令和５年度版　最低賃金決定要覧）

　官報公示　５．１１．１４　

　発効日　   ５．１２．１５

（指定日）

　　　　　　　

　諮問　　（５．８．２３） 第　１　回 第　２　回 第　３　回

　答申　　（５．１０．１６） 5.10.3 5.10.4 5.10.16

　時間額　　　９８６円 　適用使用者数　　　　９１７人

　引上げ額 　適用労働者数　　７，９５０人

　　　　時間額　４０円 　（令和５年度版　最低賃金決定要覧）

　官報公示　５．１１．１５　

　発効日　 　５．１２．１５

（法定どおり）

　　　　　　　

①　+40円の公益委員見解を示す
②　労使検討の結果、全会一致　答申

令和5年度　最低賃金審議状況一覧表（地域・特定最賃決定までの経過）

審議会等回数

　　件　　名

本　　審　　議　　会

①　会長等選出
　　（会長熊谷委員、会長代理柳井委員）
②　宮城地方最低賃金審議会運営規定等改
　　正について （改正案のとおり改正）
③　宮城県最低賃金の改正決定の諮問
④　宮城県最低賃金専門部会の設置及び廃
　　止並びに関係者からの意見聴取について
　　（専門部会を設置する、意見聴取を行う）
⑤　最賃審議会令6条5項の取り扱いについて
　　（全会一致の場合適用とする）
⑥　特定最低賃金について
　　（必要性の有無の審議は本審で行う）
⑦　会議資料の説明

①　令和5年度地域別最低賃金額改定の目
　　安の伝達
②　令和5年度宮城県最低賃金の審議に臨
　　む労使委員の基本的主張
③　最賃法第25条に係る関係者からの意見
　　聴取（県労連、宮城一般から1名ずつ聴取）
④　宮城県特定最低賃金の適用労働者数等
　　について （報告）
⑤　宮城県特定最低賃金改正決定の必要性
　　の有無について （諮問）
⑥　宮城県特定最低賃金関係労使の意見聴
　　取について （労使からの意見なし）
⑦　会議資料の説明

①　審議会意見に対する異議申出について
　　（2件の意義申出があり、いずれも棄却）
②　特定最低賃金の改正決定の必要性の
　　有無について
　　（３業種とも必要性ありで答申）
③　特定最低賃金改正決定について
　　（諮問）
⑤　最賃審議会令6条5項の取り扱いについて
　　（全会一致の場合適用とする）

①　特定最低賃金の審議状況について
　　（報告）
②　最低賃金の周知に係る取組状況について
　　（報告）
③　最低賃金の履行確保にかかる取組状況
　　について（報告）
④　令和6年度 宮城県特定最低賃金の改正
　　等に係る申出の意向表明状況について
　　（報告、３業種とも意向表明あり）
⑤　令和６年度宮城県特定最低賃金の議事等
　　の公開について
⑥　最低賃金引上げに向けた中小企業への
　　支援事業に係る取組状況について
　　（報告）
⑦働き方改革政労使協議会の審議内容につ
いて

①　金額審議（労+41円、使+37円）
②　+40円の公益委員見解を示す
③　労使検討の結果、全会一致　答申

2　地域別最低賃金専門部会

県
　
最
　
賃

①　部会長等の選出
　　（部会長熊谷委員、部会長代理柳井委員）
②　宮城地方最低賃金審議会専門部会運営
　　規程について （本日施行）
③　宮城県最低賃金専門部会の公開につい
　　て（公労使三者が揃って審議する部分は公
　　開）
④　賃金改定状況調査結果を説明
⑤　宮城県最低賃金の改定審議資料説明
⑥　令和５年賃金実態調査結果説明
⑦　金額審議（（労+48円、使+21円）

①金額審議（労+46円、使+31円） ①　金額審議（労+44円、使+36円）

自
動
車
小
売
業

①　部会長等の選出
　　（部会長熊谷委員・部会長代理小幡委員）
②　専門部会運営規程について （本日施行）
③　専門部会の公開について
　　（非公開とし、議事要旨を公開）
④　意見聴取の取り扱いについて
　　（関係労使が委員のため意見聴取しない）
⑤　賃金実態調査結果等資料報告
⑥　労使の基本的主張
⑦　金額審議（労+43円、使+20円）

①　金額審議（労+42円、使+35円） ①　+40円の公益委員見解を示す
②　労使検討の結果、全会一致　答申

3　特定最低賃金専門部会

鉄
　
鋼
　
業

①　部会長等の選出
　　（部会長小幡委員・部会長代理柳井委員）
②　専門部会運営規程について （本日施行）
③　専門部会の公開について
　　（非公開とし、議事要旨を公開）
④　意見聴取の取り扱いについて
　　（関係労使が委員のため意見聴取しない）
⑤　賃金実態調査結果等資料報告
⑥　労使の基本的主張
⑦　金額審議（労+20円、使+20円）
⑧　労使検討の結果、全会一致　答申

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・

電
子
回
路

、
電
気
機
械
器
具

、

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

①　部会長等の選出
　　（部会長柳井委員・部会長代理熊谷委員）
②　専門部会運営規程について （本日施行）
③　専門部会の公開について
　　（非公開とし、議事要旨を公開）
④　意見聴取の取り扱いについて
　　（関係労使が委員のため意見聴取しない）
⑤　賃金実態調査結果等資料報告
⑥　労使の基本的主張
⑦　金額審議（労+51円、使+24円）

①　金額審議（労+42円、使+36円）

資料１











年
監督実施
事業場数

最低賃金
法第4条
違反事業
場数

違反率
適用される
最賃額を
知っている

金額は知ら
ないが最賃
が適用され
ることは
知っていた

最賃が適用
されること
を知らな
かった

監督実施
事業場の
労働者数

最低賃金
未満

労働者数

未満
労働者数の
比率

（％） （％）

22 192 35 18.2 56.3 42.2 1.5 2,969 206 6.9

23 206 42 20.4 54.9 43.7 1.4 2,596 125 4.8

24 196 9 4.6 59.2 39.8 1.0 2,059 27 1.3

25 244 30 12.3 40.0 56.6 3.4 2,089 77 3.7

26 200 13 6.5 68.0 30.5 1.5 1,831 80 4.4

27 194 28 14.4 62.9 36.6 0.5 1,720 77 4.5

28 205 29 14.1 71.7 23.9 4.4 2,311 126 5.5

29 279 41 14.7 64.9 34.4 0.7 2,769 105 3.8

30 249 32 12.9 84.3 14.9 0.8 2,212 86 3.9

31 266 39 14.7 86.5 13.2 0.3 2,724 131 4.8

2 195 30 15.4 91.8 8.2 0.0 1,663 56 3.4

3 244 15 6.1 88.1 11.9 0.0 1,939 27 1.4

4 240 44 18.3 87.9 10.4 1.7 1,666 102 6.1

5 243 29 11.9 83.5 15.2 1.3 1,642 55 3.3

6 78 12 15.4 89.7 10.3 0.0 726 30 4.1

(注)

法違反の状況 最低賃金額未満労働者の状況法の認識状況(%)

令和６年は１月末現在の数値である。

  　最低賃金の履行確保に係る監督実施結果の推移(平成22年～令和６年）

資料５










